
参考資料 

   和泉市建築基準法施行条例の一部改正 新旧対照表 

新 旧 

 （確認、検査等の手数料) 

第６８条 略 

２～７ 略 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１１条第１項の規定を含む法第７条第１項の規

定による完了検査の申請をしようとする者又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第１１条第１項の規定を含む法第

１８条第１６項の規定による工事完了の通知者は、第３項及び第

６項の手数料のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料

を納付しなければならない。 

項 床面積の合計 金額 

１ ２,０００平方メートル未満のもの １１２，８００円 

２ ２,０００平方メートル以上５,０００

平方メートル未満のもの 

１８１,３００円 

３ ５,０００平方メートル以上１０,００

０平方メートル未満のもの 

２３５,４００円 

 （確認、検査等の手数料) 

第６８条 略 

２～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

４ １０,０００平方メートル以上２５,０

００平方メートル未満のもの 

２８２,５００円 

５ ２５,０００平方メートル以上５０,０

００平方メートル未満のもの 

３３１,５００円 

６ ５０,０００平方メートル以上のもの ４２８,１００円 

備考 床面積の合計とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第１１条第１項の規定により建築物エネルギー消費

性能基準に適合させなければならない建築物の部分の面積をい

う。ただし、建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物

と当該増築に係る部分が１の建築物となる場合に限る。）で、

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

第５５条第１項又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第３１条第１項の規定により建築物の増築の認定を受

け、かつ、これらの認定を建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第１２条第３項の適合通知書の交付を受けたもの

とみなしたとき、当該増築に係る部分の床面積の合計に当該増

築する部分以外の床面積の合計に０.５を乗じて得た面積を加

えた面積とする。 

９ 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額

の手数料を納付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額

の手数料を納付しなければならない。 



新 旧 

 備考 略 

１０、１１ 略 

 （確認、検査等の証明及び手数料） 

第６９条 市長は、申請があった場合には、法第１２条第８項の台

帳に記載された事項について証明をすることができる。 

２ 略 

 

項 区分 金額 

（中略） 

２５ 法第６８条の４の規定による認定の申請

をしようとする者 
略 

２６ 法第６８条の５の３第２項の規定による

許可の申請をしようとする者 
略 

２７ 法第６８条の５の５第１項の規定による

認定の申請をしようとする者 
略 

２８ 法第６８条の５の５第２項の規定による

認定の申請をしようとする者 
略 

２９ 法第６８条の５の６の規定による認定の

申請をしようとする者 
略 

（以下略） 

 備考 略 

９、１０ 略 

 （確認、検査等の証明及び手数料） 

第６９条 市長は、申請があった場合には、法第１２条第７項の台

帳に記載された事項について証明をすることができる。 

２ 略 

 

項 区分 金額 

（中略） 

２５ 法第６８条の４第１項の規定による認定

の申請をしようとする者 
略 

２６ 法第６８条の５の２第２項の規定による

許可の申請をしようとする者 
略 

２７ 法第６８条の５の４第１項の規定による

認定の申請をしようとする者 
略 

２８ 法第６８条の５の４第２項の規定による

認定の申請をしようとする者 
略 

２９ 法第６８条の５の５第１項の規定による

認定の申請をしようとする者 
略 

（以下略） 

 


